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奈良県情報公開審査会の第１６５号答申について奈良県情報公開審査会の第１６５号答申について奈良県情報公開審査会の第１６５号答申について奈良県情報公開審査会の第１６５号答申について行政文書の不開示決定に対する審査請求についての諮問第１６０号事案に関して、下記のとおり、奈良県情報公開審査会から奈良県公安委員会に対して答申されましたのでお知らせします。記１ 答申の概要１ 答申の概要１ 答申の概要１ 答申の概要◎ 答 申：平成２８年４月１５日◎ 諮問実施機関：奈良県公安委員会◎ 実 施 機 関：警察本部 交通部 交通指導課◎ 対象行政文書：自動車走行中に幼児の車外転落を防止するために取った行為よりもチャイルドシートの着用義務が優先される理由が分かるもの、またその事案の概要が分かるもの◎ 諮問に係る処分と理由○ 決 定：不開示（不存在）決定○ 不 開 示 理 由：当該文書を作成又は取得していないため◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。◎ 判 断 理 由：○ 行政文書の不存在について審査請求人は、「自動車走行中に幼児の車外転落を防止するために取った行為よりもチャイルドシートの着用義務が優先される理由が分かるもの、またその事案の概要が分かるもの」の開示を求めているのに対し、諮問実施機関は、当該文書を作成又は取得していないため不存在であると主張しているので、以下検討する。道路交通法第１条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」と定めており、幼児用補助装置についても当該目的を達するために着用が義務付けられているものと考えられる。したがって、自動車走行中に幼児の車外転落を防止するために取った行為よりも幼児用補助装置の着用義務が優先される合理的な理由は認められず、実施機関が本件開示請求に係る行政文書を作成又は取得することは、通常想定し難い。以上のことから、本件開示請求に係る文書を作成又は取得していないとする諮問実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点はなく、当該行政文書が存在すると推測させる特段の事情もない。したがって、本件開示請求に対応する行政文書は存在しないとする諮問実施機関の説明は是認できると判断する。２ 事案の経緯２ 事案の経緯２ 事案の経緯２ 事案の経緯① 開 示 請 求 平成２３年 ７月 ８日② 決 定 平成２３年 ７月２０日付けで不開示決定③ 審 査 請 求 平成２３年 ９月 ７日④ 諮 問 平成２３年 ９月２２日⑤ 経 過 平成２７年１１月１８日 第１８９回審査会 審議平成２７年１２月１６日 第１９０回審査会 審議平成２８年 １月１３日 第１９１回審査会 審議平成２８年 ２月２３日 第１９２回審査会 審議


